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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成25年8月29日(2013.8.29)

【公開番号】特開2012-21813(P2012-21813A)
【公開日】平成24年2月2日(2012.2.2)
【年通号数】公開・登録公報2012-005
【出願番号】特願2010-158133(P2010-158133)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  23/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  23/04    　　　　
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３３０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月11日(2013.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を空間的に分割する分割素子と、
　前記分割素子により分割されたＸ線の一部分を遮蔽する遮蔽素子を複数有する遮蔽手段
と、
　前記遮蔽手段を通過したＸ線の強度を検出する第１の検出画素と第２の検出画素を含む
画素群を複数有する検出手段とを備えたＸ線撮像装置であって、
　前記第１の検出画素で検出されるＸ線は前記遮蔽素子により該Ｘ線の一部が遮蔽されて
おり、該第１の検出画素と隣り合う前記第２の検出画素で検出されるＸ線は前記遮蔽素子
により該Ｘ線が遮蔽されないように構成されていることを特徴とするＸ線撮像装置。
【請求項２】
　前記第２の検出画素で検出したＸ線の強度から、被検知物に対するＸ線の透過率を演算
する演算手段を有することを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮像装置。
【請求項３】
　前記演算手段は、前記第１の検出画素と前記第２の検出画素で検出したＸ線の強度から
、前記被検知物の位相変化に関する像を演算することを特徴とする請求項２に記載のＸ線
撮像装置。
【請求項４】
　前記遮蔽素子は、前記第１の検出画素と前記第２の検出画素との境界部に設けられてい
ないことを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮像装置。
【請求項５】
　前記第１の検出画素に入射するＸ線と前記第２の検出画素に入射するＸ線が分割されて
いることを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮像装置。
【請求項６】
　前記第１の検出画素に入射するＸ線と前記第２の検出画素に入射するＸ線が分割されて
いないことを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮像装置。
【請求項７】
　前記遮蔽素子により遮蔽されていない前記複数の検出画素が第１の方向と該第１の方向
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と直交する第２の方向に直線的に配されており、
　前記分割素子の透過部が、前記第１の方向に直線的に配されており、前記第２の方向に
ジグザグに配されていることを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮像装置。
【請求項８】
　Ｘ線撮像装置に用いる撮像方法であって、
　空間的に分割されたＸ線の一部分を複数の遮蔽素子を有する遮蔽手段により遮蔽する工
程と、
　第１の検出画素と第２の検出画素を含む画素群を複数有する検出手段により、前記遮蔽
手段を通過したＸ線の強度を検出する工程と、を有し、
　前記第１の検出画素により、前記遮蔽素子によって一部が遮蔽されたＸ線を検出し、該
第１の検出画素と隣り合う第２の検出画素により、前記遮蔽素子によって一部が遮蔽され
なかったＸ線を検出することを特徴とする撮像方法。
【請求項９】
　前記第２の検出画素により検出したＸ線の強度から、被検知物のＸ線の透過率を算出す
る工程を有することを特徴とする請求項８に記載の撮像方法。
【請求項１０】
　第１の検出画素と前記第２の検出画素で検出したＸ線の強度から、前記被検知物の微分
位相像または位相像を演算する工程を有することを特徴とする請求項９に記載の撮像方法
。
【請求項１１】
　Ｘ線を空間的に分割する分割素子と、
　前記分割素子により分割されたＸ線の一部分を遮蔽する遮蔽素子を複数有する遮蔽手段
と、
　前記遮蔽手段を通過したＸ線の強度を検出する第１の検出画素と第２の検出画素を含む
画素群を複数有する検出手段とを備えたＸ線撮像装置であって、
　前記遮蔽素子は前記第１の検出画素の上に設けられており、該第１の検出画素と前記第
２の検出画素との境界部に設けられていないことを特徴とするＸ線撮像装置。
【請求項１２】
　Ｘ線を空間的に分割する分割素子と、
　前記分割素子により分割されたＸ線の一部分を遮蔽する遮蔽素子を複数有する遮蔽手段
と、
　前記遮蔽手段を通過したＸ線の強度を検出する第１の検出画素と第２の検出画素を含む
画素群を複数有する検出手段とを備えたＸ線撮像装置であって、
　前記第１の検出画素に照射されるＸ線の照射位置と前記第２の検出画素に照射されるＸ
線の照射位置が異なり、該第１の検出画素に照射されるＸ線は前記遮蔽素子によって該Ｘ
線の一部が遮蔽されるように構成されていることを特徴とするＸ線撮像装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
図４（Ｂ）は、分割素子の構成例を示したものである。分割素子４４０は、透過部として
のスリット４５０を有する。スリット４５０を透過したＸ線はＸ線４３０のように照射さ
れる。Ｘ線４３０はＸ方向に対してその一部分が遮蔽素子４２０で遮蔽されると共に、検
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出画素４１０、４１１の両者に入射する。
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